
個
人
の
国
際
法
主
体
性
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
戦
時
補
償
請
求
と
の
関
連
に
お
い
て
－
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（1）個人の国際法主体性にっいて

1
　
国
際
法
に
よ
る
個
人
の
保
護
と
処
罰

ω
　
国
際
法
に
よ
る
保
護

　
国
際
法
と
は
、
文
字
通
り
「
国
家
間
の
法
」
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
る
権
利
も
義
務
も
、
国
家
を
規
律
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
国
際
法
の
な
か
に
は
、
外
国
人
の
待
遇
、
海
賊
・

奴
隷
売
買
の
禁
止
な
ど
、
個
人
に
つ
い
て
の
規
定
も
あ
り
、
戦
時

法
・
中
立
法
で
は
、
国
家
に
た
い
し
て
、
捕
虜
、
被
占
領
地
人
民
、

第
三
国
の
文
民
・
海
上
交
易
者
の
保
護
な
ど
を
求
め
る
規
定
が
あ

る
。
そ
の
こ
と
に
着
目
し
て
、
個
人
に
国
際
法
主
体
性
が
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
い
う
説
明
も
、
か
ね
て
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

　
国
家
間
の
条
約
が
、
個
人
の
権
利
・
義
務
を
規
定
す
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

締
結
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
の
権
利

と
さ
れ
る
も
の
も
、
国
際
法
の
手
続
き
に
よ
っ
て
争
わ
れ
る
と
き

に
は
、
争
訟
の
当
事
者
は
国
家
と
な
る
。
例
え
ぱ
、
外
国
政
府
発

行
の
国
債
契
約
を
め
ぐ
り
、
当
初
の
価
値
に
見
合
う
金
（
キ
ン
）

で
支
払
う
よ
う
求
め
る
個
人
の
請
求
は
、
国
際
裁
判
で
は
、
一
般

国
際
法
に
定
め
る
「
外
交
（
的
）
保
護
権
」
の
作
用
に
よ
り
、
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

害
者
の
本
国
が
請
求
者
と
な
っ
て
争
わ
れ
る
。

　
第
二
次
大
戦
は
「
全
面
戦
争
」
と
し
て
展
開
さ
れ
、
加
害
行
為

は
広
く
直
接
個
人
に
及
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
被
害
か
ら

の
保
護
な
く
し
て
は
、
国
際
法
の
意
義
す
ら
問
わ
れ
か
ね
な
い
も

の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
人
権
の
尊
重
は
、
連
合
国
共
同
宣
言
、
。

国
際
連
合
憲
章
と
、
連
合
国
の
戦
争
理
念
の
な
か
に
く
り
返
さ
れ
、

連
合
国
の
戦
後
組
織
と
し
て
の
国
際
連
合
・
に
お
い
て
、
経
済
社
会

理
事
会
の
人
権
委
員
会
（
憲
章
六
八
条
）
の
下
、
一
九
四
八
年
の
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世
界
人
権
宣
言
、
一
九
六
六
年
の
国
際
人
権
規
約
を
は
じ
め
、
近

年
の
各
種
人
権
保
障
条
約
に
い
た
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
宣
言
．

条
約
の
採
択
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
条
約
の
あ
る
も
の
は
、
個
人
の
権
利
保
護
を
直
接
規
定

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
、
個
人
が
本
国
を
通
す

こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
に
付
置
さ
れ
て
い
る
機
関
に
請
求
提
出
が
で

き
る
と
し
て
、
そ
の
主
体
的
関
与
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
特
色
が

あ
る
。
同
様
の
試
み
は
、
従
前
に
も
、
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
条

約
（
未
発
効
）
で
、
国
内
の
捕
獲
審
検
所
の
上
訴
審
と
し
て
の
国

際
捕
獲
審
検
所
が
、
個
人
の
提
訴
を
受
け
付
け
る
と
し
て
い
た
も

の
が
あ
る
。
国
際
連
合
の
下
に
お
い
て
、
国
際
人
権
規
約
（
一
九

七
六
年
発
効
）
B
規
約
は
、
こ
の
規
約
（
条
約
）
に
よ
り
設
置
す

る
人
権
委
員
会
が
、
規
約
当
事
国
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
す
る
人

権
侵
害
の
個
人
通
報
を
受
理
、
審
議
す
る
と
し
（
B
規
約
の
選
択

議
定
書
）
、
す
で
に
議
定
書
当
事
国
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

よ
り
、
通
報
の
受
理
を
開
始
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
際
連
合
の

経
済
社
会
理
事
会
は
、
決
議
一
五
〇
三
（
一
九
七
〇
年
）
に
よ
っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
人
薩
・
基
本
的
自
由
の
侵
害
に
関
す
る
通
報

手
続
き
を
採
択
し
、
独
自
に
、
個
人
の
通
報
の
処
理
を
始
め
た
。

地
域
レ
ベ
ル
で
は
、
一
九
五
三
年
発
効
の
欧
州
人
権
保
護
条
約
が
、

欧
州
人
権
裁
判
所
の
訴
訟
の
過
程
で
、
欧
州
人
権
委
員
会
に
た
い

す
る
個
人
の
請
願
（
二
五
条
）
を
認
め
、
米
州
機
構
で
も
、
米
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

人
権
委
員
会
が
同
様
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
人
権
と
い
う
普
遍
原
理
に
か
な
い
、
現
代
の
国
際

社
会
に
、
な
る
べ
く
し
て
な
っ
た
も
の
と
し
て
も
、
直
接
に
は
、

第
二
次
大
戦
と
そ
の
後
の
状
況
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
条
約

実
施
に
つ
い
て
の
体
制
一
般
に
置
き
代
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

か
つ
て
の
国
際
捕
獲
審
検
所
が
、
国
内
の
捕
獲
審
検
所
の
上
訴
審

と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
人
権
諸
条
約
で
も
、
国
際
機

関
に
提
起
さ
れ
る
個
人
の
請
求
は
、
「
国
内
救
済
を
尽
く
し
た
後

に
」
の
み
受
け
つ
け
ら
れ
る
（
人
権
規
約
B
規
約
の
選
択
議
定
書

二
条
、
欧
州
人
権
保
護
条
約
二
六
条
）
。
国
連
経
済
社
会
理
事
会

へ
の
個
人
通
報
（
決
議
一
五
〇
三
手
続
に
よ
る
）
も
同
じ
原
則
に

よ
る
。
人
権
保
障
の
国
際
制
度
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
進
ん
だ
手

続
き
を
も
つ
と
み
ら
れ
る
欧
州
人
権
保
障
条
約
で
も
、
人
権
裁
判

所
に
出
訴
権
を
も
つ
の
は
、
欧
州
人
権
委
員
会
と
締
約
国
の
み
で

あ
り
（
四
四
条
）
、
個
人
は
、
国
家
問
の
訴
訟
に
、
当
事
者
と
し

て
で
は
な
く
、
請
願
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
参
加
で
き
る
だ
け
で

あ
る
。

　
歴
史
全
体
を
み
れ
ば
、
個
人
の
保
護
に
つ
い
て
の
国
際
法
の
介



（3）個人の国際法主体性について

入
は
、
常
に
、
そ
れ
を
理
由
に
す
る
他
国
か
ら
の
干
渉
の
危
険
を

念
頭
に
（
例
え
ば
宗
教
上
の
少
数
者
の
権
利
保
護
を
理
由
と
す

る
「
人
道
的
干
渉
」
）
、
否
定
論
・
推
進
論
の
間
で
、
往
き
来
し
て

（
6
）

い
る
。
第
二
次
大
戦
の
「
人
権
侵
害
」
の
経
験
が
、
こ
の
バ
ラ
ン

ス
を
な
に
が
し
か
「
介
入
」
に
傾
け
た
に
し
て
も
、
個
人
の
保
護

に
は
個
人
が
直
接
関
与
す
る
、
な
い
し
、
そ
の
分
野
で
「
個
人
の

主
体
性
」
が
原
則
化
・
一
般
化
し
た
、
と
ま
で
い
い
き
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
社
会
的
背
景
に
も
、
そ
こ
ま
で
の

成
熟
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

②
　
国
際
法
に
よ
る
処
罰

　
「
全
面
戦
争
」
と
し
て
の
第
二
次
大
戦
は
、
加
害
へ
の
厳
格
な

責
任
の
追
求
、
な
い
し
は
、
そ
の
責
任
あ
る
個
人
へ
の
直
接
の
処

罰
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
大
戦
中
よ
り
、
達
合
国
は
、
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
を
宣
言
し
、

敵
国
を
占
領
下
に
置
い
た
と
こ
ろ
で
そ
の
実
行
に
着
手
し
、
一
九

四
五
年
八
月
八
日
の
四
国
ロ
ン
ド
ン
協
定
の
国
際
軍
事
裁
判
所
条

例
の
手
続
き
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
枢
軸
側
の
戦
争
犯
罪
を
処

罰
し
（
一
九
四
六
年
九
月
三
〇
日
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
判
決
）
、

日
本
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
六
年
一
月
一
九
日
の
極
東
国
際
軍
事

裁
判
所
条
例
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
（
一
九
四
八
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

一
月
二
一
日
刑
の
言
渡
し
）
。

　
二
つ
の
「
条
例
」
は
、
伝
統
的
な
戦
時
法
へ
の
違
反
だ
け
で
な

く
、
平
和
に
対
す
る
罪
、
お
よ
び
、
人
道
に
対
す
る
罪
に
わ
た
る

広
範
な
「
戦
争
犯
罪
」
を
問
題
に
し
て
い
る
（
極
東
国
際
軍
事
裁

判
所
条
例
五
条
）
。
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
は
侵
略
等
で
あ
り
、
戦

争
法
の
な
か
で
、
盲
ω
邑
σ
①
言
昌
の
問
題
と
し
て
、
国
家
に
問

わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
個
人
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
は
、
非
交
戦
者
に
向
け
ら

れ
る
加
害
行
為
の
う
ち
、
盲
己
コ
げ
Φ
言
昌
に
よ
っ
て
違
法
と
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
個
人
に
問
わ
れ
る
こ
と

は
あ
っ
た
が
、
平
時
に
、
か
つ
、
国
内
法
に
優
位
し
て
適
用
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
罪
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
条
例
の
締
結
を
通
じ
、
国

家
間
で
合
意
さ
れ
、
適
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
態
は
、

「
無
条
件
降
伏
」
に
よ
る
ド
イ
ツ
と
日
本
へ
の
権
力
掌
握
の
も
と

で
、
連
合
国
が
推
進
し
、
裁
判
所
の
構
成
や
訴
訟
手
続
き
に
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

本
．
ド
イ
ツ
の
意
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
伝
統
方

式
か
ら
離
れ
、
こ
の
よ
う
な
処
罰
が
実
施
で
き
た
の
は
、
当
事
国

す
べ
て
の
意
向
を
勘
案
せ
ず
、
「
犯
罪
」
の
有
効
な
対
処
の
観
点
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＾
9
）

だ
け
か
ら
、
こ
れ
を
推
進
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
こ
の
方
式
は
、
し
か
し
、
戦
時
法
違
反
へ
の
対
処
方
式
一
般
を

置
き
換
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
条
例
の
規
定
通
り
実
施
さ

れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
は
、
主
に
、

ド
イ
ツ
の
大
戦
前
後
の
行
為
を
念
頭
に
、
こ
の
概
念
を
も
っ
て
強

調
さ
れ
、
規
定
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
実
際
に
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ

ル
ク
に
お
い
て
こ
の
罪
の
名
に
お
い
て
処
罰
さ
れ
た
の
は
、
戦
争

開
始
以
降
の
行
為
で
あ
り
、
東
京
裁
判
で
は
、
こ
れ
に
当
た
る
も

の
は
、
通
例
の
戦
争
犯
罪
と
一
括
し
て
処
罰
さ
れ
、
そ
の
独
自
の

適
用
は
な
か
っ
た
。
第
二
次
大
戦
全
体
を
み
れ
ば
、
「
敵
」
の
手

中
に
落
ち
た
兵
士
な
い
し
国
民
に
た
い
し
て
実
施
さ
れ
る
、
伝
統

方
式
に
よ
る
処
罰
の
数
の
方
が
多
い
（
日
本
に
つ
い
て
七
力
国
の

国
内
で
行
わ
れ
数
千
人
が
対
象
と
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
B
C
級
戦
犯

裁
判
）
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
軍
事
裁
判
」
に
よ
る
処
罰
は
、
第

一
次
大
戦
で
意
図
さ
れ
た
が
な
し
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
実
行
し

た
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
「
国
際
法
主
体
性
」
に
つ
い
て
の
重
要

な
先
例
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
憤
行
が
、
人
権
の
保
障
と
同
じ
意
味
付
け
を
与

え
ら
れ
る
に
は
、
二
つ
の
現
象
間
に
価
値
的
接
点
が
存
在
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
国
際
軍
事
裁
判
に
よ
る
個
人
の
「
処
罰
徹

底
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
「
個
人
の
主
体
性
」
を
も
っ
て
評
価

さ
れ
る
国
際
的
人
権
の
保
障
と
、
当
然
に
は
関
連
し
な
い
よ
う
に

み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
2
　
戦
時
法
に
よ
る
個
人
の
保
護
と
処
罰

ω
　
戦
時
法
に
よ
る
保
護

　
戦
争
が
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
の
文
明
的
意
味
は
、
戦

争
と
い
う
現
象
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
道
な
い
し
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

権
が
、
最
小
限
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
問
題

と
し
て
、
戦
時
下
で
、
か
つ
、
「
敵
国
人
」
に
対
し
て
、
平
時
に

お
け
る
外
国
人
と
同
等
程
度
の
保
護
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
要
は
ど
こ
ま
で
人
道
的
で
あ
れ
ぱ
、
交
戦

国
と
し
て
必
要
な
行
為
が
阻
審
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
戦
時
の
必
要

と
共
に
、
法
の
求
め
る
人
道
が
確
保
さ
れ
る
か
で
あ
る
。

　
民
族
国
家
形
成
に
と
も
な
う
法
典
化
の
風
潮
を
受
け
て
、
一
八

九
九
年
と
一
九
〇
七
年
の
二
度
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
い
て
、

国
際
法
規
・
慣
例
の
法
典
化
が
試
み
ら
れ
、
そ
の
結
栗
、
「
陸
戦

の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
（
ハ
ー
グ
条
約
）
」
に
代
表
さ
れ
る
、

一
連
の
戦
争
法
関
連
の
条
約
の
作
成
と
な
っ
た
。
諸
条
約
が
前
提



（5）個人の国際法主体性について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

し
て
い
た
の
は
、
そ
の
一
世
紀
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
慣
行
で
あ
り
、

合
法
と
さ
れ
た
の
は
、
法
的
に
対
等
・
平
等
の
立
場
か
ら
、
国
家

相
互
に
行
な
わ
れ
る
戦
争
で
あ
る
。
正
規
兵
原
則
（
陸
戦
規
則
一

条
）
を
充
た
し
、
適
法
な
手
段
（
二
二
、
三
二
条
）
で
、
適
法
な

対
象
（
二
五
条
）
に
向
け
て
な
さ
れ
る
加
害
行
為
は
、
こ
の
観
念

の
も
と
で
は
す
べ
て
合
法
で
あ
り
、
そ
う
し
た
行
為
の
限
り
で
は
、

そ
れ
に
と
も
な
う
被
害
に
つ
い
て
、
個
人
が
「
違
法
」
を
も
っ
て

救
済
を
問
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
こ
う
し
て
、
ハ
ー
グ
条
約
で
は
、
適
法
な
加
害
行
為
の
下
で
、

交
戦
国
が
「
必
要
万
止
む
を
得
ざ
る
場
合
」
に
財
産
を
破
壊
・
押

収
す
る
こ
と
（
二
三
条
卜
）
、
例
え
ば
、
交
戦
行
為
に
よ
る
住
居

の
焼
却
、
個
人
の
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）
を
兵
の
宿
舎
、
基
地
、

病
院
な
ど
に
使
用
す
る
た
め
に
接
収
で
き
る
む
ね
を
規
定
す
る
。

報
道
．
輸
送
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
機
関
（
放
送
局
、
新
聞
社
、
鉄

道
な
ど
）
、
お
よ
び
、
軍
需
晶
は
、
私
有
財
産
と
い
え
ど
も
押
収

で
き
る
（
五
三
条
）
。
租
税
以
外
に
、
「
占
領
地
行
政
上
の
需
要
に

応
ず
る
」
た
め
の
「
取
立
金
」
（
四
九
条
）
、
（
現
品
）
徴
発
、
課

役
（
五
二
条
）
も
、
合
法
な
も
の
と
し
て
許
さ
れ
る
。

　
そ
の
一
方
で
交
戦
国
は
、
「
私
有
財
産
保
護
の
原
則
」
（
戦
場
な

い
し
作
戦
地
帯
彗
篶
o
；
温
『
葦
o
；
に
つ
い
て
規
則
一
四
条

二
項
、
占
領
地
に
つ
い
て
四
六
条
。
な
お
、
捕
虜
の
私
有
財
産
保

護
に
つ
い
て
は
四
条
三
項
、
一
四
条
二
項
）
に
従
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
五
三
条
に
よ
る
押
収
で
は
、
平
和
回
復
後
に
還
付
・
賠

償
さ
れ
る
こ
と
で
、
国
有
財
産
と
の
違
い
が
規
定
さ
れ
る
。
し
か

し
、
交
戦
国
は
、
そ
れ
ら
に
反
す
る
行
為
も
正
当
な
行
為
と
し
て

行
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
条
約
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
私

有
財
産
保
護
」
は
「
原
則
」
通
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら

　
（
”
）

な
い
。

　
こ
う
し
て
、
「
戦
時
国
際
法
」
な
い
し
武
力
紛
争
の
目
的
に
て

ら
し
て
、
人
道
（
人
権
）
の
確
保
を
求
め
、
国
家
な
い
し
直
接
の

被
害
者
が
、
こ
れ
に
よ
る
救
済
を
え
る
こ
と
は
、
以
上
か
ら
し
て

も
、
き
わ
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
戦
争
を
違
法
化
し
た
と
さ

れ
る
国
連
憲
章
の
下
で
は
、
こ
う
し
た
法
規
す
ら
も
、
「
違
法
か

ら
権
利
は
生
ま
れ
な
い
」
と
の
観
念
か
ら
、
当
然
に
は
適
用
が
な

い
と
の
議
論
に
も
な
り
、
戦
時
（
武
カ
紛
争
時
）
に
お
け
る
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

存
在
は
、
ま
す
ま
す
希
薄
な
も
の
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。

　
戦
時
法
適
用
の
困
難
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
も
の
に
は
、
更
に
、

次
の
事
惰
が
あ
る
。

　
法
に
反
し
て
い
る
と
み
え
る
行
為
も
、
阻
却
事
由
を
勘
案
し
て
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も
な
お
不
当
と
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
、
違
法
と
は
結
論
で
き
な
い
。

阻
却
事
由
が
働
け
ば
、
法
の
制
約
が
外
れ
、
法
を
逸
脱
し
た
か
に

み
え
る
行
為
も
、
違
法
で
は
な
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
阻
却
事
由
の
う
ち
、
特
に
（
戦
時
）
復
仇
（
冨
…
σ
目
g
彗
↓
）
『
o
－

召
一
竃
一
に
は
、
相
手
方
の
違
法
を
前
提
に
、
あ
る
い
は
、
そ
の
予

防
の
た
め
、
法
を
進
ん
で
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
時
法
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

効
性
を
確
保
す
る
機
能
が
帰
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
復
仇
は
、
捕

虜
の
虐
待
や
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
や
施
設
へ
の
攻
撃
な
ど
、
弱

者
に
向
け
ら
れ
勝
ち
な
こ
と
か
ら
す
れ
ぱ
、
む
し
ろ
こ
れ
を
制
約

す
る
こ
と
が
、
人
適
に
沿
う
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
近
年
の
復
仇
否

定
論
は
、
こ
れ
が
「
武
力
不
行
使
の
原
則
」
（
国
連
憲
章
二
条
四

項
）
と
両
立
し
な
い
と
の
見
解
（
例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
総
会
採

択
の
友
好
関
係
原
則
宣
言
）
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
交
戦
行
為
へ
の
制
約
が
強
い
ほ
ど
（
規
定
が
人
適
的
で
あ
る

ほ
ど
）
、
法
規
の
実
効
性
が
期
し
が
た
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
人

道
規
則
の
確
保
を
図
る
た
め
の
復
仇
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
機
能
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
咽
）

証
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
救
済
の
追
及
が
、
時
間
を
置
い
て
な
さ
れ
る
時
に
は
、
事
実
の

立
証
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
つ
の
時
点
の
法
を
援
用
す
る
べ
き

か
と
い
う
困
難
が
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
次
大
戦
を
境
に

大
き
く
変
化
し
た
人
権
と
「
国
際
犯
罪
」
に
つ
い
て
、
こ
の
点
は

典
型
的
に
問
題
に
な
る
。

　
時
問
の
経
過
が
、
事
件
の
判
定
に
も
つ
意
味
は
、
国
際
法
上
、

「
時
際
法
」
巨
8
二
⑦
昌
君
冨
＝
與
峯
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
一
応
の
結
論
が
得
ら
れ
て
い
る
の
は
、
領
域
法
の
部
門
で

あ
り
、
領
域
（
土
）
が
、
法
（
慣
行
）
の
変
化
に
従
っ
て
、
継
続

的
に
実
効
的
な
支
配
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、

「
現
行
の
法
」
を
「
過
去
の
事
態
」
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
、
意

味
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
一
九
二
八
年
バ
ー
マ
ス
島
事
件
仲

裁
判
決
）
。
も
し
、
近
年
の
日
本
に
対
す
る
「
戦
時
補
償
」
請
求

の
問
題
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
問
題
に
な
る
の
が

過
去
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
適
用
さ
れ
る
法
は
、
あ
な
が
ち
、
事

件
の
あ
っ
た
当
時
の
法
で
な
く
し
て
、
現
代
の
法
で
よ
い
こ
と
に

も
な
り
え
よ
う
。

　
一
方
で
、
半
世
紀
前
の
行
為
を
、
半
世
紀
間
に
展
開
し
た
法
に

よ
っ
て
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
事
件
を
処
理
（
戦
後
処

理
）
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
過
去
の
事
態
と
事
実
か
ら
、
現
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

お
い
て
発
生
し
た
新
た
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常

は
、
国
際
法
に
お
い
て
も
、
新
た
な
法
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ

と
は
な
く
、
特
に
、
「
刑
事
法
」
の
場
合
に
は
、
事
後
の
慣
行
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（
立
法
）
を
も
っ
て
過
去
の
事
件
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
「
罪
刑
法

定
主
義
」
に
反
し
、
人
権
の
尊
重
に
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る

（
「
何
人
も
こ
の
条
約
が
発
効
す
る
前
に
犯
し
た
行
為
を
こ
の
条
約

を
も
っ
て
処
罰
さ
れ
な
い
」
1
L
C
「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対

す
る
罪
」
一
九
九
一
年
草
案
一
〇
条
）
。
も
し
、
事
が
「
時
際
法
」

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
法
の
現
状
を
的
確

に
と
ら
え
、
何
故
過
去
の
行
為
が
、
現
代
の
法
に
よ
っ
て
判
定
さ

れ
得
る
か
に
つ
い
て
、
説
得
力
あ
る
議
論
が
必
要
に
な
る
の
で
あ

る
。②

　
戦
時
法
に
よ
る
処
罰

　
「
戦
時
法
」
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
状
況
の
下
で
、
か
ね
て
か

ら
、
個
人
を
保
護
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
違
反
を
個
人
的
に

処
罰
す
る
根
拠
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
。
違
反
対
処
に
つ
い
て

は
、
条
約
で
は
規
定
が
少
な
く
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
で
は
、
休
戦

協
定
の
違
反
（
四
〇
条
）
の
処
罰
お
よ
び
賠
償
と
、
歴
史
上
・
学

術
上
の
記
念
物
等
の
押
収
・
破
壊
（
五
六
条
）
に
つ
い
て
の
訴
追

の
規
定
だ
け
を
置
く
だ
け
で
あ
る
。
戦
争
法
・
中
立
法
が
多
く
を

割
い
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
保
護
の
側
面
で
あ
り
、
ハ
ー
グ
条

約
に
は
、
「
私
有
財
産
の
保
護
の
原
則
」
の
他
に
も
、
略
奪
の
禁

止
（
付
属
規
則
二
八
条
）
、
私
権
の
尊
重
（
四
六
条
）
、
略
奪
の
禁

止
（
四
七
条
）
な
ど
が
規
定
さ
れ
、
国
際
連
合
が
後
に
認
定
す
る

に
至
っ
た
よ
う
に
、
戦
争
法
・
中
立
法
は
、
い
わ
ば
「
戦
時
（
武

力
紛
争
）
に
お
け
る
人
権
の
保
障
（
人
道
法
）
」
規
定
で
あ
る
。

　
戦
争
法
が
処
罰
規
定
と
観
念
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
、

事
実
上
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
運
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
加

え
て
、
処
罰
が
通
常
、
死
刑
を
主
と
す
る
身
体
刑
で
あ
り
、
し
か

も
、
自
国
の
権
力
下
に
入
っ
た
敵
国
人
、
す
な
わ
ち
、
広
義
の
捕

虜
に
た
い
し
て
行
わ
れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
処

罰
は
し
か
し
敵
国
人
ぱ
か
り
で
な
く
、
自
国
民
を
も
対
象
と
し
て

お
り
、
命
令
に
よ
っ
て
な
さ
一
れ
た
個
人
の
行
為
（
軍
隊
の
構
成
員

に
よ
る
加
害
行
為
）
は
国
家
に
帰
属
す
る
た
め
に
、
個
人
の
な
し

た
違
法
行
為
で
あ
っ
て
も
国
家
の
責
任
を
と
も
な
い
、
処
罰
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
〕

っ
て
こ
れ
を
解
除
す
る
必
要
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
「
群
民
蜂
起
」
の
条
件
（
ハ
ー
グ
規
則
二
条
）
を
充
た
し
て
い

な
い
（
敵
国
民
）
個
人
の
加
害
行
動
、
さ
ら
に
は
、
占
領
地
住
民

の
占
領
法
規
の
不
遵
守
も
ま
た
、
国
家
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
。

　
「
戦
時
法
」
が
、
そ
の
扱
い
に
お
い
て
「
刑
事
法
規
」
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ぱ
、
国
内
と
同
様
に
、
個
人
が
こ
れ
に
主
体
的
に
関

与
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
個
人

7
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の
主
体
化
」
は
、
こ
の
場
合
、
個
人
処
罰
の
徹
底
を
通
じ
て
、
国

家
の
行
う
戦
争
に
お
い
て
、
個
人
よ
り
も
、
む
し
ろ
国
家
の
権
利

を
強
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
　
「
法
典
化
」

に
お
け
る
対
処

ω
　
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
原
則
」
の
法
典
化

　
国
際
連
合
は
、
第
二
次
大
戦
の
軍
事
裁
判
の
先
例
を
一
般
国
際

法
の
原
則
と
確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
を
法
。
典
化
す
る
こ
と
を
決
議

し
（
一
九
四
七
年
一
一
月
二
一
日
国
連
総
会
の
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ

ル
ク
裁
判
所
条
例
と
判
決
で
認
め
ら
れ
た
国
際
法
の
諸
原
則
の
法

典
化
を
求
め
る
決
議
」
）
、
国
際
法
委
員
会
I
L
C
は
こ
れ
を
受
け

て
、
一
九
五
〇
年
に
こ
れ
を
法
典
化
す
る
に
つ
い
て
の
原
則
を
整

理
の
上
、
一
九
五
四
年
に
「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
」

の
草
案
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
。
同
時
に
総
会
は
特
別
委
員
会
を

設
け
て
「
侵
略
の
定
義
」
を
試
み
、
長
年
に
わ
た
る
委
員
会
審
議

の
上
、
一
九
七
四
年
二
一
月
一
四
日
の
総
会
で
こ
れ
を
採
択
し
た
。

　
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
が
、
戦
時
・
平
時
に
か
か
わ
り
な
く
問

わ
れ
る
と
さ
れ
、
か
つ
、
国
際
法
廷
が
そ
れ
を
裁
く
と
し
た
趣
旨

を
採
り
入
れ
て
、
国
際
連
合
総
会
は
、
一
九
四
八
年
に
、
「
国
際

刑
事
裁
判
所
」
の
構
想
を
含
む
「
集
団
殺
害
罪
を
防
止
・
処
罰
す

る
条
約
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
）
」
を
採
択
し
た
（
一
九
五
一
年

発
効
）
。

　
こ
う
し
た
「
犯
罪
」
や
「
侵
略
」
を
適
用
す
る
べ
き
事
態
は
、

そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
の
本
格
介
入
後
一
九
七
五
年
ま
で
続
い
た

「
ベ
ト
ナ
ム
」
戦
争
を
は
じ
め
、
出
来
し
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、

こ
れ
ら
の
諸
条
約
、
諸
原
則
を
適
用
す
る
試
み
は
な
さ
れ
な
か
っ

た
。
一
方
で
、
一
九
六
〇
年
を
「
ア
フ
リ
カ
の
年
」
と
し
て
、
以

来
そ
の
地
域
か
ら
大
量
の
加
盟
国
を
迎
え
た
国
際
連
合
は
、
南
ア

フ
リ
カ
に
お
け
る
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
に
た
い
す
る
く
り
返
し
の
非

難
を
背
景
に
、
一
九
七
三
年
に
、
こ
れ
を
「
人
道
に
対
す
る
罪
」

と
す
る
「
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
禁
止
条
約
」
を
採
択
し
た
。

　
集
団
安
全
保
障
が
戦
争
を
違
法
化
し
た
と
の
認
識
か
ら
、
伝
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

的
な
戦
時
法
に
つ
い
て
、
国
際
連
合
は
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、
枢

軸
占
領
地
で
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
や
、
戦
後
の
「
解
放
戦
争
」
の
経

験
を
、
戦
時
法
の
人
道
原
則
に
反
映
さ
せ
る
必
要
が
認
識
さ
れ
る

に
お
よ
ん
で
、
一
九
四
九
年
の
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
四
条
約
」
（
赤
十

字
国
際
委
員
会
の
作
業
を
基
に
戦
時
に
お
け
る
個
人
の
保
護
を
目

的
と
し
て
一
九
二
九
年
条
約
を
改
定
し
た
も
の
）
に
た
い
す
る
二

つ
の
追
加
議
定
書
が
、
国
際
連
合
も
積
極
関
与
の
上
で
、
作
成
さ

れ
た
（
一
九
七
七
）
。
「
侵
略
戦
争
」
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
解
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放
戦
争
」
で
あ
る
か
を
間
う
ま
で
も
な
く
、
最
小
限
の
人
権
確
保

が
至
上
の
要
請
で
あ
り
、
「
戦
争
法
」
は
畢
寛
、
「
武
力
紛
争
時
に

お
け
る
国
際
人
道
法
」
で
あ
る
こ
と
が
、
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
冷
戦
の
解
消
に
至
り
、
旧
ユ
i
ゴ
ー
で
は
、
「
民
族
浄
化
」
、
集

団
殺
害
、
拷
問
、
暴
行
、
破
壊
、
集
団
飢
餓
等
を
と
も
な
っ
た
紛

争
と
な
り
、
そ
う
し
た
「
犯
罪
」
と
処
罰
が
問
題
と
な
る
に
お
よ

ん
で
、
I
L
C
は
更
め
て
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
原
則
の
法
典

化
」
を
審
議
し
て
、
一
九
九
一
年
に
「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対

す
る
罪
」
の
第
一
次
案
を
採
択
し
た
。
総
会
は
、
こ
の
草
案
に
国

際
刑
事
手
続
き
を
含
め
る
よ
う
求
め
た
た
め
（
一
九
九
一
年
二
一

月
九
日
決
議
）
、
I
L
C
は
一
九
九
一
年
案
の
確
定
に
優
先
し
て

「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
」
を
審
議
し
、
一
九
九
四
年
に
こ
れ
を

採
択
し
た
（
＞
お
＼
ω
蟹
）
。

　
ボ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
ユ
ー
ゴ
ー
（
セ
ル
ビ
ァ
・
モ

ン
テ
ネ
グ
ロ
）
が
、
広
汎
な
人
遺
法
違
反
の
中
止
を
求
め
て
提
訴

し
た
の
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
の
管

轄
権
が
同
意
さ
れ
て
い
た
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
九
条
）
国
際
司

　
　
　
　
　
（
”
）

法
裁
判
所
で
あ
る
。
こ
の
申
立
て
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
止

ま
ら
ず
、
一
連
の
条
約
、
宣
言
、
憤
習
の
違
反
に
つ
い
て
な
さ
れ

て
い
た
が
、
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
原
則
」
な
い
し
「
人
道
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

す
る
罪
」
に
、
特
別
の
役
割
は
帰
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
総
会
の
督
促
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
法
委
員
会
の
国
際
刑
事

裁
判
所
規
程
も
近
く
完
成
す
る
見
込
み
が
な
い
と
み
た
国
際
連
合

安
全
保
障
理
事
会
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ー
に
限
定
し
て
審
理
す
る
国
際

裁
判
所
の
設
置
を
、
憲
章
七
章
を
根
拠
と
す
る
決
議
に
よ
っ
て
決
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

定
し
た
（
一
九
九
三
年
決
議
八
二
七
）
。
こ
の
裁
判
所
は
、
一
九

九
三
年
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
し

て
も
、
現
実
の
訴
追
の
開
始
は
で
き
て
い
な
い
。
「
犯
罪
人
」
の

所
在
す
る
国
家
が
、
国
際
手
続
き
に
よ
る
逮
捕
・
訴
追
に
協
力
せ

ず
、
（
第
二
次
大
戦
時
の
よ
う
に
）
、
「
国
家
の
合
意
」
と
い
う
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

害
を
実
力
で
排
除
す
る
用
意
も
ま
た
、
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
が
推
進
し
た
一
九
四
九
年
の
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
四
条
約
で
は
、
軍
事
裁
判
の
線
は
踏
襲
さ
れ
ず
、
伝
統

方
式
徹
底
の
線
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
条
約
の
重
大
な
違
反
に

対
し
て
、
締
約
国
が
、
国
籍
の
如
何
を
問
わ
ず
、
自
国
法
で
処
罰

す
る
か
、
そ
の
た
め
の
引
渡
を
求
め
る
方
式
に
よ
っ
て
い
る
（
四

条
約
そ
れ
ぞ
れ
に
、
四
九
、
五
〇
、
二
一
九
、
一
四
六
の
各
条
）
。

個
人
保
護
に
つ
い
て
、
こ
の
条
約
の
援
用
が
も
っ
と
も
多
い
こ
と

か
ら
は
、
個
人
救
済
に
有
効
な
の
は
依
然
と
し
て
伝
統
方
式
で
あ

り
、
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
原
則
」
そ
の
他
に
は
、
特
別
の
役
割
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は
な
い
こ
と
に
な
る
。

②
　
「
法
典
化
」
に
お
け
る
個
人
の
保
護

　
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
」
草
案
に
よ
れ
ば
、
規
程
に
よ
う
て

裁
か
れ
る
の
は
「
犯
罪
」
を
犯
し
た
個
人
と
な
る
一
方
で
（
I
L

C
一
九
九
四
年
規
程
二
一
条
）
、
こ
れ
を
告
訴
す
る
権
限
は
、
規

程
（
条
約
）
の
当
事
国
た
る
国
家
に
限
ら
れ
て
い
る
（
二
五
条
）
。

国
家
は
、
「
侵
略
の
定
義
」
に
て
ら
し
て
も
、
「
国
際
犯
罪
」
を
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

す
こ
と
が
あ
り
え
る
が
、
国
家
の
犯
罪
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、

「
国
際
刑
事
裁
判
所
」
の
任
務
で
は
な
い
。
一
九
九
二
年
草
案
は
、

下
僚
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
上
部
の
責
任
を
免
除
し
な
い
と
し

（
＝
一
条
）
、
こ
こ
で
個
人
が
処
罰
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の

行
為
が
帰
属
す
る
国
家
の
責
任
を
解
除
し
な
い
と
も
規
定
す
る

（
五
条
）
が
、
一
般
国
際
法
上
は
、
こ
こ
で
対
象
と
す
る
「
例
外

的
に
重
大
な
戦
争
犯
罪
」
の
処
罰
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
そ
の
個
人
の
属
す
る
国
家
の
責
任
の
解
除
が
あ
り
得
る
の
で

あ
り
、
戦
争
犯
罪
の
処
罰
と
は
、
従
来
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
て
、
こ
の
処
罰
に
よ
っ
て
、
犯
罪
被
害
の
救
済

が
促
進
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
個
人
に
と
っ
て
の
直
接
的
関

心
事
は
、
い
ず
れ
の
立
法
に
お
い
て
も
、
考
慮
さ
れ
る
か
ぎ
り
で

は
な
い
。
第
二
次
大
戦
の
「
軍
事
裁
判
所
」
は
も
と
よ
り
、
1
L

C
お
よ
び
安
全
保
障
理
事
会
の
「
国
際
裁
判
所
」
、
ま
た
、
お
そ

ら
く
は
（
未
だ
設
立
さ
れ
て
い
な
い
）
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
そ

れ
に
お
い
て
も
、
個
人
の
民
事
的
救
済
を
管
轄
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
I
L
C
の
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
」
に
お
い
て
は
、
特
別
報

告
者
O
．
↓
三
印
ヨ
の
報
告
書
で
、
「
損
害
賠
償
手
続
き
」
に
つ
い

て
の
条
文
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
（
↓
竃
；
寄
O
O
ユ
耳
P

↓
三
與
員
＞
＼
O
Z
．
之
違
N
L
竃
N
ら
彗
凹
。
彗
－
）
、
こ
の
提
案
の
手

続
き
で
も
、
請
求
で
き
る
の
は
国
家
あ
る
い
は
国
際
機
構
に
限
ら

れ
、
個
人
に
そ
の
資
格
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
提
案
す
ら

草
案
規
程
に
入
ら
な
か
っ
た
の
は
、
審
議
の
過
程
で
、
民
事
と
刑

事
を
同
時
に
裁
く
裁
判
所
を
つ
く
る
こ
と
は
、
国
内
と
同
様
に
望

ま
し
く
な
い
と
の
反
対
論
そ
の
他
が
、
委
員
の
問
で
有
力
で
あ
っ

　
　
　
　
（
幽
）

た
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
「
規
程
」
草
案
に
沿
っ
て
、
個
人
の
民
箏
的
請
求
に
関
わ

る
審
理
が
、
い
ず
れ
か
の
国
際
法
廷
で
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
当

刑
事
裁
判
所
で
は
な
い
国
際
裁
判
所
、
例
え
ば
国
際
司
法
裁
判
所

の
審
理
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
「
国
の
み
が
事
件
の
当
事
者
」
と

な
る
か
ら
（
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
三
四
条
一
項
）
、
波
害
者
の

10
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か
か
わ
る
国
家
が
訴
訟
の
当
事
者
と
な
っ
て
、
個
人
の
被
害
に
つ

い
て
提
訴
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
国
家
相
互
で
争
い
、
個

人
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
な
い
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
「
国
際
裁
判
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
個
人
主
体
性
の
伸
張
と

は
、
個
人
を
直
接
国
際
手
続
の
当
事
者
と
す
る
と
い
う
国
際
法
の

方
向
を
指
し
、
人
権
諸
条
約
の
特
色
も
そ
の
点
に
認
め
ら
れ
た
。

そ
の
点
だ
け
に
つ
い
て
み
れ
ぱ
、
軍
事
裁
判
所
条
例
、
お
よ
び
、

実
質
的
に
こ
れ
を
受
け
て
締
結
さ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
（
一

条
）
で
も
、
戦
時
・
平
時
を
問
わ
ず
、
犯
罪
（
戦
争
法
の
違
反
）

の
実
行
が
あ
れ
ば
、
実
行
者
個
人
が
処
罰
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
規
定
が
現
実
に
執
行
さ
れ
た
。
「
個

人
の
主
体
性
」
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
は
、
個
人
が

国
際
法
廷
で
刑
事
被
告
と
し
て
直
接
審
理
さ
れ
、
違
反
・
処
罰
が

徹
底
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
（
す
な
わ
ち
個
人

が
犯
罪
を
根
拠
に
直
接
救
済
を
求
め
る
）
で
は
な
い
。

　
「
戦
時
国
際
法
」
の
伝
統
的
規
定
か
ら
も
、
ま
た
、
こ
れ
が

「
武
力
紛
争
に
お
け
る
人
道
法
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
も
、
「
戦
争
犯
罪
」
は
人
権
侵
害
と
一
致
し
、
そ
の
処

罰
徹
底
は
、
究
極
的
に
は
、
個
人
の
人
権
保
護
に
結
び
つ
く
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
犯
罪
の
「
厳
罰
」
が
、
大
戦
後
の
人
権
保
障
の

慣
行
と
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
犯
罪
の
被
害
に
つ
い
て
は
個
人
が

告
訴
し
、
賠
償
獲
得
に
つ
い
て
、
主
体
的
行
動
を
認
め
る
構
想
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
先
例
」

を
踏
ま
え
た
「
法
典
化
」
の
過
程
で
は
、
そ
れ
が
条
文
と
な
っ
て

示
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
は
ず
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
国
際
刑
事

裁
判
所
」
に
お
い
て
は
、
個
人
み
ず
か
ら
が
犯
罪
に
つ
い
て
告

訴
．
告
発
し
、
そ
の
結
果
が
民
事
的
救
済
に
つ
な
げ
ら
れ
る
規
定

を
置
く
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
4
　
平
和
条
約
に
よ
る
解
決

ω
　
平
和
条
約
の
決
着

　
戦
争
法
侵
犯
に
よ
る
被
害
の
救
済
は
、
こ
う
し
て
、
法
の
直
接

の
権
利
．
義
務
の
当
事
者
で
あ
る
国
家
に
よ
り
、
相
応
の
時
期
に
、

試
み
ら
れ
る
ほ
か
な
い
も
の
と
な
る
。
戦
争
法
を
根
拠
に
な
さ
れ

る
か
ぎ
り
、
そ
の
場
合
の
請
求
も
、
違
法
に
受
け
た
侵
害
を
基
礎

に
し
て
お
り
、
国
家
間
で
締
結
さ
れ
る
平
和
条
約
の
賠
償
規
定
も
、

あ
る
部
分
、
そ
う
し
た
損
害
を
基
に
算
定
さ
れ
て
い
る
。

平
和
条
約
の
役
割
は
、
本
来
、
平
和
の
前
提
を
整
え
る
こ
と
に

よ
り
、
戦
争
状
態
を
終
結
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
領
土
、
賠
償
、

11
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戦
争
犯
罪
、
条
約
関
係
な
ど
の
決
着
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
不
可

欠
と
な
る
。
戦
争
法
違
反
に
つ
い
て
の
処
罰
な
い
し
賠
償
を
取
決

め
る
機
会
が
、
平
和
会
議
で
あ
る
以
上
は
、
こ
れ
ら
の
取
決
め
も
、

平
和
条
約
の
役
割
を
離
れ
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
平
和
会
議
は
、
そ
れ
ら
の
解
決
事
項
を
し
か
る
べ
き
時
期
ま
で

に
決
着
し
、
戦
争
関
係
を
平
和
関
係
に
切
り
換
え
る
目
的
で
開
か

れ
る
。
個
々
の
懸
案
は
、
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
完
結
的
に
審
議
さ

れ
る
い
と
ま
は
な
く
、
会
議
の
抱
く
戦
後
秩
序
の
構
想
の
下
に
、

総
合
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
賠
償
問
題
も
ま
た
、
算
定

は
、
厳
格
な
違
法
の
認
定
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
平
和

条
約
の
目
的
と
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
違
法
認
定
の
厳
格
性
は
、
時

に
不
要
な
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
好
ま
し
く
な
い
こ
と
に
も

　
（
脆
）

な
る
。
一
九
五
二
年
の
対
日
平
和
条
約
が
、
冷
戦
か
ら
朝
鮮
事
変

に
至
る
国
際
環
境
の
な
か
で
、
講
和
後
の
日
本
の
役
割
を
考
慮
し

た
政
治
・
経
済
的
決
着
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
平
和
条
約
の

性
格
か
ら
し
て
、
異
例
で
は
な
い
。

　
対
日
賠
償
に
つ
い
て
は
、
連
合
国
が
示
し
て
い
た
強
い
処
罰
意

図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
も
の
以
外
は
、
一
四
条
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

請
求
権
の
放
棄
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
「
個
人
補
償
」
規
定
も
、

あ
る
い
は
、
そ
れ
が
条
約
に
な
い
こ
と
も
含
め
て
、
（
戦
時
）
国

際
法
を
適
用
し
た
結
果
と
み
る
必
要
は
な
く
、
平
和
条
約
の
同
様

な
慣
行
も
、
当
然
に
は
法
的
先
例
に
な
ら
な
い
。

　
平
和
条
約
に
お
い
て
、
現
象
的
に
「
私
有
財
産
」
が
返
還
さ
れ
、

個
人
の
財
産
が
補
償
さ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に

国
際
法
の
「
私
有
財
産
保
護
原
則
」
が
適
用
さ
れ
た
先
例
と
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
対
日
平
和
条
約
一
五
条
で
は
、
戦
争
期
聞
中
、

日
本
領
域
内
に
あ
っ
た
連
合
国
人
財
産
の
返
還
に
つ
い
て
の
規
定

が
お
か
れ
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
紛
争
は
、
本
国
が
個
人
に
代
わ
っ
て
、

日
本
政
府
と
の
間
で
伸
裁
裁
判
（
日
米
、
日
蘭
、
日
英
の
各
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

委
員
会
）
に
よ
っ
て
処
理
し
た
が
、
こ
の
平
和
条
約
の
規
定
に
従

い
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
連
合
国
民
の
財
産
は
、
戦
時
法
で

保
護
さ
れ
る
「
私
有
財
産
」
の
ほ
か
に
、
適
法
な
加
害
行
為
で
害

さ
れ
た
も
の
（
例
え
ぱ
、
専
ら
ア
メ
リ
カ
の
空
襲
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
た
私
有
財
産
）
を
含
み
、
戦
争
法
に
お
け
る
「
私
有
財
産
保

護
の
原
則
」
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
範
囲
を
は
る
か
に
越
え
て
い

る
。
第
一
次
大
戦
の
ド
イ
ツ
と
連
合
諸
国
の
伸
裁
裁
判
（
調
停
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

員
会
）
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

　
い
わ
ぱ
法
的
救
済
と
は
い
え
な
い
平
和
条
約
の
賠
償
に
た
い
し

て
、
被
害
を
受
け
た
個
人
の
側
か
ら
、
独
自
に
救
済
を
求
め
る
道

は
、
国
際
法
が
用
意
す
る
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
違
法
に
よ
る
賠
償

12



（13）個人の国際法主体性につい七

の
問
題
が
、
平
和
条
約
で
決
着
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
戦
時
法

適
用
の
困
難
を
避
け
る
実
際
的
方
法
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
そ

の
法
的
審
議
の
機
会
を
奪
う
効
果
を
も
も
っ
て
い
る
。
そ
の
状
況

で
、
個
人
が
で
き
る
こ
と
は
、
直
接
加
害
者
な
い
し
加
害
国
に
た

い
し
て
、
国
内
法
に
よ
っ
て
請
求
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
平
和
条

約
等
で
国
家
間
の
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
個
人
と
し
て
は
、

何
よ
り
も
ま
ず
自
国
政
府
に
た
い
し
て
、
処
理
の
実
態
に
基
づ
い

た
国
内
請
求
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
協
定
さ
れ
た
賠
償
が
、
被
害
を
勘
案
し
て
、
個
人
に
適
正
に
配

分
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
国
家
と
被
害
者
の
問
題
で
あ
り
、
国
際

法
は
関
与
で
き
な
い
。
外
国
政
府
か
ら
得
た
企
業
国
有
化
に
対
す

る
補
償
が
、
国
際
法
を
適
用
し
て
国
内
的
に
配
分
さ
れ
た
例
が
あ

　
　
　
　
　
（
2
9
）

芝
と
さ
れ
る
が
、
個
人
の
損
害
を
算
定
す
る
明
確
な
基
準
を
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
）

際
法
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
和
条
約
で
協
定
さ
れ
た

賠
償
も
、
個
人
賠
償
も
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
一
括
賠
償
彗
巨
O
O

冨
寝
量
ご
昌
と
し
て
協
定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ぱ
、
個
人
に
対
し

て
、
い
ず
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
国
内
法
の
原
則
に
し
た
が
っ
て

（
そ
の
国
の
福
祉
政
策
、
社
会
政
策
そ
の
他
の
方
針
・
原
則
に
し

た
が
づ
て
）
、
処
理
（
配
分
）
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
そ
の

期
待
が
充
た
さ
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
被
害
者
は
、
ま
ず
、
自
国
政

府
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
）

満
足
ゆ
く
措
置
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ω
　
平
和
条
約
と
「
事
情
の
変
化
」
－
む
す
び
ー

　
一
九
五
一
年
九
月
八
日
の
日
本
国
と
連
合
国
と
の
平
和
条
約
で

は
、
一
四
条
の
賠
償
条
項
に
よ
っ
て
、
当
該
戦
争
行
為
に
よ
る
請

求
権
は
解
決
し
た
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
要
求
し
て
い
る
も
の
以

外
に
、
連
合
国
が
日
本
に
請
求
を
行
う
こ
と
を
し
な
い
と
規
定
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
連
合
国
艮
の
個
人
と
し
て
の
請
求
を
連

合
国
の
請
求
と
し
て
持
ち
山
山
す
こ
と
は
、
条
約
義
務
と
し
て
、
で

き
な
い
も
の
と
な
る
。
例
え
ぱ
、
国
民
が
、
自
己
の
被
害
に
基
づ

い
て
請
求
し
た
と
こ
ろ
を
、
そ
の
本
国
が
、
み
ず
か
ら
が
関
与
す

る
か
た
ち
で
、
仲
裁
裁
判
を
提
案
し
て
、
日
本
と
争
う
よ
う
な
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
も
そ
の
よ
う
な
提

案
は
な
い
。

　
こ
の
状
況
は
、
結
果
と
し
て
、
連
合
国
が
、
外
交
保
護
権
を
行

使
し
な
い
と
の
約
束
が
な
さ
れ
た
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
（
駆
）

「
外
交
保
護
権
の
放
棄
」
を
な
し
た
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
国
家
の
基
本
権
と
し
て
の
外
交
保
護
権
が
放
棄
で
き
る
こ

と
は
そ
も
そ
も
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
個
人
の
請
求
の
処
理

に
つ
い
て
、
国
際
法
に
反
す
る
行
為
が
（
日
本
の
側
に
）
み
ら
れ

13
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た
場
合
（
例
え
ば
、
個
人
の
日
本
国
内
で
の
請
求
へ
の
対
処
が
不

当
で
あ
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
「
裁
判
拒
否
」
が
み
ら
れ
る
事
態

の
ご
と
き
）
に
は
、
そ
の
違
法
性
に
つ
い
て
、
本
国
が
、
外
交
保

護
権
に
よ
っ
て
間
題
に
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
法
の
最
大
の
目
的
は
、
社
会
の
安
定
に
あ
り
、
条
約
に
よ
っ
て

国
家
が
一
旦
合
意
処
理
し
た
こ
と
を
、
別
の
角
度
か
ら
再
び
争
う

こ
と
は
、
国
際
社
会
の
安
定
を
、
少
な
く
と
も
一
時
的
に
は
損
な

　
　
　
　
（
3
3
）

う
こ
と
に
な
る
。
国
家
の
間
で
合
意
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
個

人
が
国
内
法
か
ら
の
救
済
を
得
ら
れ
ず
、
満
足
が
得
ら
れ
な
い
と

な
れ
ぱ
、
当
面
個
人
は
、
そ
の
時
点
で
個
人
が
唯
一
利
用
で
き
る

国
際
手
続
き
（
国
際
連
合
の
人
権
委
員
会
）
に
、
そ
の
妥
当
性
や

結
果
の
予
測
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
解
決
を
求
め
よ
う
と
し
て
も

　
　
　
　
（
糾
）

不
愚
議
は
な
い
。

　
平
和
条
約
は
、
政
治
の
延
長
と
し
て
の
戦
争
の
決
着
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
は
、
戦
時
に
お
け
る
法
的
行
為
の
清
算
そ
の
も
の
で
は

な
い
。
平
和
回
復
を
優
先
す
れ
ば
、
法
的
清
算
は
な
に
ほ
ど
か
犠

牲
に
さ
れ
、
法
的
清
算
に
厳
格
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
平
和
の
早

期
回
復
は
難
し
く
、
ま
た
、
一
度
は
合
意
さ
れ
た
平
和
関
係
も
、

こ
の
請
求
の
前
に
、
新
た
な
緊
張
関
係
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。

　
平
和
条
約
締
結
時
に
予
測
さ
れ
て
い
な
い
事
態
を
、
こ
の
条
約

の
問
題
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
そ
の
改
定

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
提
案
で
あ
る
。
冷
戦
か
ら
朝
鮮
事
変
（
戦

争
）
勃
発
の
事
態
を
背
景
に
し
た
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
対
日
平

和
条
約
時
の
事
惰
に
、
重
大
な
変
化
（
冷
戦
終
結
、
復
興
し
た
敗

戦
国
と
新
興
国
経
済
の
格
差
、
戦
勝
大
国
の
相
対
的
力
の
低
下
、

新
た
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
世
界
の
ブ
ロ
ソ
ク
化
等
）
が
起
こ
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
条
約
そ
の
も
の
の
効
力
（
な
い
し
そ
の
条
約

に
よ
っ
て
築
か
れ
た
「
講
和
体
制
」
）
も
、
維
持
す
る
べ
き
か
ど

う
か
が
、
正
当
に
問
わ
れ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
（
ウ
ィ
ー
ン
条

約
法
条
約
六
二
条
）
。
平
和
条
約
で
国
家
間
で
決
着
し
た
こ
と
が
、

改
め
て
個
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
、
国
家
が
こ
れ
を
支
持
す
る
と

い
う
、
「
通
常
で
は
起
こ
ら
な
い
」
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
変
化
」
を
も
っ
て
説
明
す
る
ほ
か
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
新
世
紀
に
向
け
て
の
「
法
典
化
」
を
な
し
え
な
か
っ
た
ハ
ー
グ

平
和
会
議
の
轍
を
踏
む
こ
と
を
避
け
る
に
は
、
「
国
際
立
法
」
の

場
に
も
、
そ
う
し
た
「
変
化
」
も
視
野
に
入
れ
た
、
一
段
と
高
い

立
場
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
（
1
）
横
田
『
国
際
法
学
上
』
5
章
－
窃
誓
P
「
O
。
一
＞
髪
o
忌
昌

　
　
－
叫
幸
o
円
之
凹
＝
o
目
閉
一
ε
語
一
〇
す
由
o
」
－
1
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（15）個人の国際法主体性について

（
2
）
　
ダ
ン
チ
ヅ
ヒ
鉄
適
職
員
の
地
位
を
定
め
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ダ

　
ン
チ
ツ
ヒ
間
の
「
職
員
協
定
」
に
つ
い
て
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所

　
の
「
ダ
ン
チ
ツ
ヒ
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
事
件
」
市
O
昌
＞
雪
一
－

　
ω
o
『
｝
O
q
目
δ
目
目
o
．
－
9
ω
o
ユ
o
ω
貝
o
－
↓
－
－
o
o
．

（
3
）
　
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
「
セ
ル
ビ
ア
国
債
事
件
」
勺
O
－
ご
巨
－

　
o
q
①
昌
彗
一
昌
」
ム
も
量
⊥
㊤
．

（
4
）
　
一
九
七
七
よ
り
一
九
八
八
年
ま
で
の
個
人
申
立
に
つ
い
て
の
委

　
員
会
の
主
要
な
決
定
に
つ
い
て
、
宮
崎
繁
樹
編
『
国
際
人
権
規
約
先

　
例
集
』
一
九
八
九
、
一
九
九
五
。

（
5
）
　
加
盟
国
個
人
（
企
業
）
の
訴
え
を
、
条
約
の
条
件
に
よ
っ
て
受

　
理
し
て
い
る
欧
州
連
合
向
⊂
の
裁
判
所
も
（
欧
州
連
合
条
約
n
　
一

　
七
三
条
）
、
人
権
保
障
と
は
別
の
経
済
分
野
に
お
い
て
で
あ
る
が
一

　
個
人
の
直
接
関
与
と
い
う
こ
と
で
は
、
同
様
の
制
度
と
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

（
6
）
　
筒
井
若
水
「
国
際
法
に
基
づ
く
個
人
の
保
護
」
法
曹
時
報
四
五

　
巻
四
号
二
〇
頁
。

（
7
）
　
第
一
次
大
戦
で
は
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
二
二
九
条
が
、
ド
イ

　
ツ
皇
帝
を
含
む
九
〇
〇
人
以
上
の
処
罰
を
求
め
、
二
二
八
条
二
項
に

　
は
、
処
罰
の
た
め
の
引
渡
も
定
め
て
い
た
が
、
現
実
に
こ
れ
ら
を
拘

　
束
下
に
置
い
て
い
る
才
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
が
、
そ
の
意
思
を
も
た
な

　
か
つ
た
た
め
に
、
ラ
イ
プ
ツ
イ
ツ
ヒ
・
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
で
一
二

　
名
が
訴
追
さ
れ
る
に
止
め
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
第
二
次
大
戦
で
、
ド
イ
ツ
は
ま
す
o
二
き
o
に
よ
り
、
国
家
の

権
力
は
消
滅
し
、
四
占
領
国
の
権
カ
の
も
と
で
「
条
例
」
が
定
め
ら

　
れ
た
が
、
口
］
本
に
つ
い
て
は
、
戦
争
犯
罪
人
の
処
罰
（
一
〇
項
）
規

　
定
を
含
む
ポ
ツ
ダ
土
旦
言
を
受
諮
し
て
い
る
の
で
、
「
間
接
的
に
」

　
は
こ
れ
に
合
意
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
9
）
　
も
。
と
も
、
人
権
保
障
に
お
い
て
も
、
現
実
に
み
ら
れ
る
個
人

　
の
国
際
的
参
加
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
な
条
約
上
、
な
い
し
・
合

　
意
の
基
礎
に
立
う
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
連
憲
章
に
は
、
個
人

　
の
通
報
に
基
づ
く
国
家
へ
の
勧
告
権
が
経
済
社
会
理
事
会
に
あ
る
と

　
の
規
定
は
な
く
、
米
州
機
構
の
米
州
人
権
委
員
会
も
、
米
州
機
構
の

　
第
五
回
閣
僚
協
議
会
の
決
議
で
設
置
が
定
め
ら
れ
、
一
九
六
〇
年
五

　
月
二
五
日
機
構
理
事
会
採
択
の
規
程
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
も

　
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
「
国
際
法
の
父
」
グ
ロ
チ
ウ
ス
が
、
「
戦
争
遂
行
中
に
も
通
用
す

　
る
あ
る
種
の
共
通
法
」
と
し
て
、
主
著
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
（
一

　
六
二
四
）
を
執
筆
し
た
動
機
は
、
「
蛮
族
に
と
っ
て
さ
え
恥
ず
べ
き

　
こ
と
と
さ
れ
る
よ
う
な
戦
争
に
関
す
る
放
縦
さ
」
で
あ
る
。
グ
ロ
ー

　
テ
イ
ウ
ス
研
究
会
「
グ
ロ
ー
テ
イ
ウ
ス
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
（
プ

　
。
レ
ゴ
ー
メ
ナ
）
邦
訳
②
　
日
本
法
学
五
一
巻
二
号
一
七
六
i
一
七

　
七
。

（
u
）
　
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
以
外
で
の
慣
行
で
も
な
い
。

　
ア
ジ
ア
．
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
と
は
違
う
慣
行
・

　
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
勢
力
に
よ
る
繊
滅
戦
、
征
服
戦
が
行
わ
れ

　
て
い
た
一
か
ら
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
古
来
、
作
戦
地
帯
な
い
し
占
領
地
で
は
、
敵
軍
が
略
奪
を
欲
し

　
い
ま
ま
に
す
る
憤
行
が
あ
り
、
長
い
こ
と
学
説
・
判
例
も
、
こ
の
憤

行
に
沿
つ
て
、
「
敵
産
没
収
」
を
論
じ
て
い
た
（
信
夫
淳
平
「
戦
時

国
際
法
講
義
」
二
巻
七
三
二
－
。
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
で
の
議
論
に

15
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つ
き
、
ζ
o
o
『
p
冒
o
q
o
g
o
＝
r
≦
一
ω
＝
蟹
）
。
そ
の
後
、
ア
メ

リ
カ
の
友
好
通
商
条
約
が
、
私
有
財
産
保
護
の
規
定
を
置
い
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
陸
戦
規
則
に
み
る
「
私
有
財
産
保
護
」
に
つ
い
て
の
法

意
識
が
広
が
り
、
ハ
ー
グ
条
約
の
規
定
と
な
。
た
。
確
か
に
、
主
権

に
代
わ
る
権
力
で
あ
れ
ぱ
、
敵
と
て
も
、
そ
の
下
の
住
民
の
権
利
．

福
祉
を
守
る
義
務
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
同
じ
原
理
か

ら
、
い
ず
れ
の
権
力
の
下
に
も
入
ら
な
い
海
洋
に
お
い
て
は
、
交
戦

国
民
・
中
立
国
民
を
問
わ
ず
、
私
有
財
産
に
つ
い
て
、
陸
上
同
様
の

保
護
は
与
え
な
い
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
（
O
■
ω
9
昌
葺
一
U
o
，

　
z
o
昌
o
ω
旦
①
H
向
『
o
p
お
蜆
o
）
。

（
1
3
）
　
侵
略
者
へ
の
「
差
別
理
論
」
は
、
「
侵
略
」
側
0
報
復
的
逸
脱

　
か
ら
・
人
道
原
則
そ
の
も
の
の
破
壊
と
な
り
、
結
局
は
、
戦
争
法
な

　
い
し
（
武
力
紛
争
に
お
け
る
）
「
国
際
人
道
法
」
の
目
的
が
果
た
さ

　
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
大
戦
後
の
「
公
的
国
際
機
関
」
を
自
認
す
る

　
国
際
連
合
と
い
え
ど
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
適
用
で
き
な
い
。
武
力
紛

　
争
時
に
人
道
の
実
現
を
は
か
る
に
は
、
交
戦
国
の
対
等
．
無
差
別
を

　
前
提
す
る
以
外
に
可
能
な
道
は
な
く
、
「
国
連
軍
」
が
「
侵
略
」
の

　
制
圧
に
行
動
し
た
「
朝
鮮
事
変
（
戦
争
）
」
に
適
用
さ
れ
た
の
も
、

　
対
等
・
平
等
の
立
場
か
ら
の
一
九
四
九
年
の
ジ
ユ
ネ
ー
ブ
四
条
約
て

　
あ
っ
た
。

（
1
4
）
　
立
作
太
郎
『
戦
時
国
際
法
論
』
昭
和
一
七
年
三
四
頁
｛
。

（
1
5
）
　
国
家
間
の
「
平
時
」
の
関
係
の
な
か
で
な
さ
れ
る
「
不
法
行

　
為
」
詩
＝
9
に
つ
い
て
、
国
連
国
際
法
委
員
会
l
L
C
の
国
家
責
任

　
条
約
草
案
－
部
（
一
九
八
○
年
第
一
読
了
）
五
章
で
違
法
性
阻
却
事

　
由
に
規
定
す
る
「
対
抗
措
置
」
8
冒
蚕
冒
雷
ω
胃
轟
（
三
〇
条
）

は
・
機
能
的
に
は
復
仇
と
異
な
ら
な
い
。
も
。
と
も
草
案
は
、
国
際
　
　
1
6

違
法
行
為
三
8
；
き
o
畠
一
峯
『
昌
o
q
～
一
印
g
が
ま
＝
g
と
o
H
…
而

　
に
分
か
れ
る
と
し
、
後
者
の
例
示
に
「
侵
略
」
を
含
め
（
一
九
条
）

　
て
い
る
か
ら
、
「
侵
略
戦
争
」
に
か
か
わ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ

　
の
概
念
の
適
用
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
1
6
）
　
国
際
司
法
裁
判
所
の
規
穫
二
六
条
二
項
に
よ
る
わ
が
国
の
一
九

　
五
八
年
九
月
一
五
日
の
管
轄
権
の
受
諾
宣
言
に
お
い
て
も
、
こ
の
宣

　
言
の
臼
以
前
の
事
態
又
は
事
実
か
ら
生
じ
た
問
題
を
排
除
し
て
い
る
。

（
1
7
）
　
通
常
で
は
、
国
家
が
自
ら
命
じ
た
行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
遂

　
行
し
た
自
国
民
に
た
い
し
て
、
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
は
期
待
し
が

　
た
い
。
一
方
で
は
、
国
際
的
規
制
貫
徹
に
は
、
「
上
官
命
令
」
も
免

　
責
事
由
に
は
な
ら
な
い
と
論
じ
パ
り
れ
る
。
喜
多
義
人
「
国
際
法
上
の

　
免
責
事
由
と
し
て
の
「
上
官
命
令
」
の
問
題
－
旧
日
本
軍
の
軍
法

　
と
判
例
の
検
討
」
法
学
研
究
年
報
（
日
大
）
2
2
。

（
1
8
）
盲
ω
邑
9
言
冒
を
も
。
て
す
る
「
正
戦
論
」
に
戦
争
法
が
復

　
帰
し
た
と
す
る
議
論
、
な
い
し
、
盲
二
目
g
＝
o
の
↓
き
邑
。
冨
窒

　
（
白
紙
化
）
理
論
。
I
L
C
も
一
九
四
九
年
発
足
時
の
法
典
化
予
定

　
リ
ス
ト
か
ら
、
戦
争
法
・
中
立
法
を
除
去
し
て
い
る
。

（
1
9
）
　
こ
の
申
立
に
つ
い
て
の
二
度
の
仮
保
全
措
置
の
決
定
は
、
δ
』

　
カ
①
o
o
二
9
お
竃
一
〇
〇
㌣
曽
一
ω
爵
．
ω
㎝
o
）
。

（
2
0
）
　
1
L
C
の
一
九
九
一
年
の
「
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る

　
罪
」
で
も
、
集
団
殺
害
（
一
九
条
）
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
（
二
〇
条
）
、

　
お
よ
び
一
人
権
に
対
す
る
組
織
的
・
大
最
の
侵
犯
（
二
一
条
）
（
一

　
九
五
四
年
の
法
典
案
で
人
道
に
対
す
る
罪
の
項
目
に
代
え
て
規
定
さ

　
れ
た
非
人
適
的
行
為
に
当
た
る
も
の
）
な
ど
、
　
一
一
項
目
に
よ
つ
て



（17）個人の国際法主体性について

列
挙
（
一
五
｛
二
二
条
）
さ
れ
た
な
が
に
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
は

　
な
く
、
「
条
例
」
の
三
つ
の
「
罪
」
の
区
分
は
、
「
発
展
的
に
解
消
」

　
し
て
い
る
（
小
木
曾
本
雄
「
国
連
に
よ
る
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対

　
す
る
罪
の
法
典
化
の
作
業
」
東
海
法
学
九
号
）
。
も
っ
と
も
、
一
九

九
四
年
の
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
」
で
管
轄
下
に
置
く
と
す
る
犯

罪
の
な
か
に
は
、
人
道
に
対
す
る
罪
は
見
受
け
ら
れ
る
（
二
〇
条
）
。

（
2
1
）
　
伊
藤
哲
雄
「
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
法
的
な
枠
組
と
問
題

点
」
立
教
法
学
4
0
。

（
2
2
）
　
も
っ
と
も
、
「
戦
争
犯
罪
人
」
と
目
さ
れ
る
指
導
者
達
を
法
廷

　
に
引
き
出
し
、
処
罰
を
行
う
こ
と
は
、
非
人
適
行
為
の
防
止
と
い
う
、

　
究
極
の
目
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
（
よ
ウ
て
、
で
き
る
処
罰
も
行
っ
て
い

　
な
い
）
と
の
見
方
も
あ
る
。
＞
、
U
o
昌
g
o
㌔
竃
8
毒
・
＞
8
o
昌
華

　
巨
き
二
■
雰
竃
一
與
ら
O
。
と
－
－
L
竃
戸
O
蜆
8
－
9
①
．

（
2
3
）
　
人
権
の
侵
害
等
と
並
ん
で
「
侵
略
」
は
「
国
際
犯
罪
」
と
み
ら

　
れ
て
い
る
（
I
L
C
国
家
責
任
条
約
草
案
第
一
部
一
九
条
）
。

（
2
4
）
　
こ
の
年
の
議
事
録
が
到
着
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
部
分
は
、

　
一
九
九
二
年
一
一
月
二
〇
日
外
務
省
に
お
け
る
山
田
中
正
委
員
の
報

　
告
に
よ
っ
た
。

（
2
5
）
　
第
一
次
大
戦
で
、
ド
イ
ツ
に
対
し
て
、
連
合
国
と
そ
の
国
民
が

　
被
っ
た
損
害
を
厳
格
に
賠
償
せ
し
め
よ
う
と
し
た
講
和
条
約
の
方
針

　
（
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
二
三
一
、
二
三
二
条
）
は
、
戦
後
の
世
界
の
政

　
治
・
経
済
秩
序
の
観
点
か
ら
、
不
当
と
の
批
判
が
あ
り
（
穴
o
着
o
ω
一

　
－
．
≦
一
↓
号
雰
昌
O
≡
ざ
O
O
易
o
O
冨
暮
窃
o
円
勺
雷
8
一
冨
5
「
平

　
和
の
経
済
的
帰
結
」
ケ
イ
ン
ズ
全
集
2
巻
）
、
事
実
、
こ
の
処
置
は
、

　
ナ
チ
政
権
の
登
場
と
第
二
次
大
戦
の
遠
因
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
6
）
　
特
定
国
に
つ
い
て
別
途
に
協
定
し
た
も
の
が
あ
り
（
フ
ィ
リ
ピ

　
ン
な
ど
と
の
賠
償
協
定
）
、
後
の
国
交
回
復
の
機
会
に
、
平
和
条
約

　
と
同
じ
趣
旨
が
宣
言
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
（
「
賠
償
放
棄
」
を
含
む

　
一
九
七
二
隼
の
日
中
共
同
声
明
）
。

（
2
7
）
　
代
表
的
事
例
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
里
望
・
東
寿
太
郎
編
『
国

　
際
判
例
研
究
・
国
家
責
任
』
竃
；
冨
－
．

（
2
8
）
　
こ
の
意
味
で
は
、
一
九
五
〇
年
八
月
一
日
の
法
律
で
日
本
が
肩

　
代
り
し
た
連
合
国
側
の
「
不
法
行
為
」
賠
償
の
事
例
、
「
阿
波
丸
事

　
件
」
の
方
が
、
法
的
先
例
と
し
て
の
価
値
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
9
）
　
一
括
補
償
の
合
意
、
い
わ
ゆ
る
巨
罫
o
－
畠
昌
品
『
鶉
昌
彗
↓
で

　
得
た
も
の
を
、
裁
判
所
が
国
際
法
に
従
っ
て
、
国
内
的
に
配
分
を
決

　
め
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
戸
－
〕
、
ヵ
p
o
o
昌
窃
ご
o
＞
g
＝
2
o
団
巨
o
自

　
顯
目
o
巨
昌
o
－
昌
昌
品
『
8
ヨ
昌
↓
與
ω
彗
向
己
o
『
8
昌
①
鼻
↓
o
争
－

　
自
5
；
一
畠
＞
．
ω
」
－
－
－
～
o
ρ
（
；
震
）
．

（
3
0
）
　
損
害
の
算
定
は
、
国
内
の
事
例
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
自

　
体
、
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
賠
償
の
上
限
や

　
酌
量
す
べ
き
状
況
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
傾
向
、
例
え
ぱ
、
（
保

　
険
を
差
し
引
い
た
）
純
損
害
の
み
に
つ
い
て
認
め
る
、
支
払
い
時
の

　
為
替
差
益
等
に
よ
る
不
当
な
利
益
を
避
け
る
な
ど
、
あ
る
程
度
の
一

　
般
傾
向
は
、
国
際
法
に
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
↓
ま
①
；
宛
｛
。

　
O
｝
O
．
＞
冒
－
｝
O
O
■
く
巾
－
－
O
－
㊤
㊦
ポ
く
O
－
．
M
O
ト
ω
－
ト

（
3
1
）
　
ア
メ
リ
カ
の
違
法
な
原
爆
使
用
で
受
け
た
損
害
を
日
本
の
法
廷

　
で
問
題
に
し
た
「
原
爆
訴
訟
」
、
ソ
連
の
違
法
な
捕
虜
の
扱
い
を
同

　
じ
く
日
本
の
法
廷
で
問
題
に
し
た
「
シ
ベ
リ
ア
訴
訟
」
な
ど
、
も
と

　
も
と
は
外
国
の
「
違
法
な
」
行
為
に
よ
る
被
害
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

17



一橋論叢　第115巻　第1号　平成8年（1996年）1月号　（18）

　
国
際
法
に
つ
い
て
完
全
な
認
識
を
も
ち
え
な
い
大
多
数
の
国
民
に
と

　
っ
て
、
外
国
（
な
い
し
そ
こ
へ
の
請
求
を
放
棄
し
た
本
国
）
に
た
い

　
す
る
「
個
人
請
求
」
の
期
待
が
、
捨
て
き
れ
な
い
も
の
と
し
て
残
る

　
で
あ
ろ
う
。

（
3
2
）
　
一
連
の
政
府
の
国
会
答
弁
。
昭
和
五
五
・
三
・
二
五
及
び
五

　
五
・
四
・
八
衆
議
院
内
閣
委
員
会
、
五
六
・
四
・
一
〇
同
沖
縄
北
方

　
特
別
委
員
会
、
平
四
・
二
・
二
六
同
外
務
委
員
会
。

（
3
3
）
　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
国
家
が
率
先
し
て
戦
争
の
「
個
人
賠
償
」

　
を
進
め
て
い
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
、
日
本
等
の
よ
う
な
平
和
条
約

　
に
よ
る
処
理
が
な
く
、
ま
た
、
問
わ
れ
て
い
る
の
が
、
過
去
の
ド
イ

　
ツ
の
行
為
を
念
頭
に
、
個
人
の
被
害
を
問
題
に
し
て
い
る
「
国
際
犯

　
罪
」
で
あ
り
、
そ
の
戦
後
の
発
展
が
、
そ
こ
を
出
発
点
と
す
る
こ
と

　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
3
4
）
　
戦
争
処
理
の
問
題
を
受
け
と
め
る
機
関
は
、
国
内
で
は
、
裁
判

　
所
で
は
な
く
、
政
府
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
国
際
連
合
で
は
、
人
権

　
を
管
轄
す
る
経
済
社
会
麗
事
会
で
は
な
く
、
総
会
ま
た
は
、
安
全
保

障
理
事
会
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
題
が
平
和
条
約
、
な
い
し
、

「
国
際
の
平
和
及
ぴ
安
全
の
維
持
」
（
国
連
憲
章
一
条
一
項
）
に
か
・
か

　
わ
る
の
で
あ
れ
ぱ
、
国
際
連
合
と
い
え
ど
も
、
経
済
社
会
麗
事
会
が

管
轄
す
る
「
人
権
」
の
問
題
と
し
て
、
処
理
で
き
る
範
囲
を
逸
脱
し

　
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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